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（各国の動向）情報

台湾の社会保障（第5回） 台湾の公的扶助について

小島 克久＊

Ⅰ はじめに

今回も前号（第8巻第4号）に引き続き，台湾の
社会保障を取り上げる。今回はその最後となる5
回目として，生活に困窮した者への公的扶助制度
である「社会救助」を取り上げる。

Ⅱ 台湾の公的扶助制度の沿革

台湾の貧困対策は，第2次世界大戦前（日本統治
期）には，「台湾窮民救助規則」などによる仕組み
があった。しかし，戦後の混乱によるインフレな
どによる貧困が大きな問題となった。当時の国民
党政府は，「社会救助委員会」の設置などの対策を
とった。その後，法制度としては，1943年に中国
大陸で制定された「社会救済法」が適用された。
1963年には，台湾の実情に合わせた運用規則とし
て，「台湾社会救助調査弁法」が制定された。現在
の公的扶助制度は，1980年制定の「社会救助法」
に基づくものである。

Ⅲ 台湾の「社会救助」（公的扶助）の概要

1 制度の対象者
台湾の公的扶助制度である「社会救助」の概要
をまとめると図1のとおりである。それによると，
制度の目的は，低所得世帯や中低所得世帯に住む
者等に必要な支援を行い，自立を促すことであ
る。その対象者である低所得世帯とは，所得が最
低生活費を下回り，かつ資産が一定以下の世帯で

ある。また，中低所得世帯とはこの基準が若干緩
やかになった条件を満たす世帯であり，低所得世
帯よりも上位階層の対象者となる。
これらの基準を少し具体的に見ると，最低生活
費とは，最近1年間の世帯可処分所得中央値の
60％を基準として算定されたもので，世帯員一人
当たりの金額で表示される。資産額として，預貯
金（世帯員一人当たり），土地や家屋（一世帯当た
り）の価格が低所得世帯，中低所得世帯ごとに基
準が決められる。これらは台湾当局が決定する
が，地域により金額が異なる。例えば，2024年の
最低生活費は台北市では19,649台湾元（約9.3万
円），台湾省（台北市などの大都市以外の地域）で
は14,230台湾元（約6.7万円）である。資産額は，
台北市の場合で預貯金が15万台湾元（約71万円），
不動産が793万台湾元（約3,700万円）である。低
所得世帯は世帯所得や資産額が最低生活費や資産
の基準額を下回ること，中低所得世帯は世帯所得
が最低生活費の1.5倍未満であり，資産も基準額
を下回ることなどが条件である。これらの条件を
満たす世帯（員）が社会救助による支援を受ける
ことができる。
社会救助による支援を希望する者は，直轄市

（台北などの大都市）や県市政府に申請し，審査を
通過する必要がある。

2 給付内容
同じ図1から社会救助からの給付を見てみよう。
その種類として，（1）生活扶助（住宅扶助を含
む），（2）医療扶助，（3）緊急扶助・災害扶助があ
る。

＊国立社会保障・人口問題研究所 副所長
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まず生活扶助は，生活費等の現金給付であり，
低所得世帯を所得，資産，就業能力の有無をもと
に3～5段階（地域により異なる）に分け，これら
の段階別に世帯員一人当たりで決められた定額が
支給される。生活扶助の中心である家庭生活扶助
についてその月額を台湾省の例で見てみよう。最
も収入等が低い段階である第1類では11,850台湾
元（約5.6万円），その次の段階の第2類では6,825
台湾元（約3.2万円），そして第3類では0台湾元で

ある（2024年）。この扶助は，①65歳以上の者，②
妊娠3か月に達した者，③心身障害者には加算が
できる。
これに加えて，生活扶助としての児童生活補助
や就学生活補助がある。前者は15歳以下の子ども
がいる場合に，第2類，第3類の世帯には月額で
3,008台湾元（約1.4万円）が支給される。後者は，
高校生以上の生徒がいる場合に，第2類，第3類の
世帯には月額で6,825台湾元が支給される。その
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財源：中央政府、地方政府（直轄市、県市政府）の予算（税財源）

目的：低所得世帯、中低所得世帯に住む者等に必要な支援を行い、自立を促すこと

（低所得世帯）
・世帯員一人当たり世帯所得が最低生活費を下回り、
かつ資産が一定の水準未満にある者
（中低所得世帯）
・世帯員一人当たり世帯所得が最低生活費の 1.5倍未
満で、資産が一定の水準未満にある者
※世帯所得には就労所得、財産所得、その他の所得
（社会救助からの給付を除く）の合計

最低生活費（例、月額・2024年度）
　台北市 :19,649台湾元、高雄市 :14,419台湾元
　台湾省 :14,230台湾元など
資産基準（低所得世帯の基準例・2024年度）
　台北市　動産（預貯金）15万台湾元
　　　　　不動産　　  　793万台湾元　など 
※最低生活費は、最近 1年間の可処分所得中
央値の 60％を基準。資産の基準も地域によっ
て異なる。

１．対象者

２．給付

（1）生活扶助：
・生活費の扶助、児童のいる世帯への扶助、
生活扶助は①65歳以上の者、②妊娠 3ヶ月に達した者、
③心身障害者には加算ができる（40％までの加算）
その他、託児補助、妊婦や新生児への栄養補助、
出産扶助、葬祭扶助、看護費用の補助等
・職業訓練、就業支援、仕事の斡旋等の自立支援
・高校以上の教育費の扶助
・中低所得世帯への短期生活扶助（国内経済に重大な変化があったときの扶助）
（1-1）住宅扶助：家賃補助など

（2）医療扶助　・医療保険の保険料補助　・自己負担の補助

（3）緊急扶助・災害扶助など
・生計を支える者が病気などのために生活が急速に困窮した場合の支援など
・災害時（被災者）の食事の提供、家屋の修理、臨時避難所の開設など
・ホームレスの保護など

生活扶助の水準例（一人あたり月額）
（台湾省（台北市などの大都市以外の地域）
第 1類 11,850台湾元、第 2類 6,825台湾元
第 3類 0台湾元
第 2類と第 3類には、15歳以下の者、高校生
以上の学生がいる世帯への補助が別途支給）

最低賃金との関係：一人当たり毎月で受け取る社会救助の給付は、最低賃金を超えてはならない

注：
（1）社会救助からの給付（1）（2）のうち，下線部は中低所得世帯も受給できるもの。
（2）生活扶助の例で用いた，第1類とは，世帯員全員に就業能力がなく，所得も資産もない世帯である。第2類
は世帯員のうち，就業能力のある者は3分の1以下で，一人当たり世帯所得が最低生活費の3分の2以下である世
帯である。第3類とは，一人当たり世帯所得が最低生活費の3分の2を超えるが，最低生活費以下である世帯で
ある。
出所：衛生福利部資料をもとに，小島（2015）所収の図表4-3に加筆・修正の上で作成。

図1 台湾の「社会救助」（公的扶助）の概要
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他，託児補助，妊婦や新生児への栄養補助，出産
扶助，葬祭扶助，看護費用の補助，職業訓練，就
業支援などもある。
住宅扶助として，低所得世帯を対象とした家賃
補助（月額3,600台湾元（約1.7万円）まで），住宅
修理費用（最高6万台湾元（約28万円）），住宅ロー
ン利息補助がある。
次に医療扶助は，医療保険の保険料補助，自己
負担の補助がある。低所得世帯の場合は両者の全
額，中低所得世帯の場合，前者の半額，後者の
7～8割が補助される。
そして緊急扶助・災害扶助として，①生計を支
える者が病気などのために生活が急速に困窮した
場合の支援，②災害時（被災者：低所得世帯，中
低所得世帯か否かを問わない）の食事の提供，家
屋の修理，臨時避難所の開設など，③ホームレス
の保護など，が行われる。
これらの給付と最低賃金との関係として，一人
当たりで毎月受け取る社会救助からの給付は，最
低賃金（2024年では27,470台湾元（約12.9万円））
を超えてはならないとされている。
なお，社会救助の給付に必要な費用は，中央政
府，直轄市や県市政府の予算（税財源）でまかな
われる。

Ⅳ 台湾の「社会救助」の状況

台湾の社会救助の主な状況は表1のとおりであ
る。この表から社会救助の対象となる低所得世帯
数は2022年で約14.6万世帯（対世帯数比1.6％），
同世帯人員は約28.9万人（対人口比1.2％）であ
り，うち65歳以上の者は15.8％を占める。2000年
からの動きを見ると，低所得世帯数は2000年から
2011年までは大きく伸びたが，その後は安定的に
推移している。同世帯人員数も同様の傾向を示
す。
中低所得世帯数は2022年で約10.8万世帯（対世
帯数比1.2％），同世帯人員数は約29.7万人（対人
口比1.3％）である。この世帯が社会救助の給付
対象となった2011年以降で見ると，世帯数，世帯
人員ともに増加傾向にある。
社会救助からの主な給付額を見ると，2022年で
は生活扶助が約56.1億台湾元（約264億円），就学
生活補助が約29.0億台湾元（約137億円），医療扶
助が約4.4億台湾元（約21億円）などとなってい
る。2000年からの時系列でみると，生活扶助，就
学生活補助は2000年から2015年にかけては大きく
増加しているが，その後は変動をもって推移して
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表1 台湾の「社会救助」に関する主な状況
2000年 2005年 2010年 2011年 2015年 2020年 2022年

「社会救助」
対 象 世 帯
数・人員

低所得世帯数 （千世帯） 66 85 112 128 146 146 146

（対世帯数比） （％） 1.0％ 1.2％ 1.4％ 1.6％ 1.7％ 1.6％ 1.6％
低所得世帯人員 （千人） 156 211 273 314 342 300 289

（同人員対人口比） （％） 0.7％ 0.9％ 1.2％ 1.4％ 1.5％ 1.3％ 1.2％
（同人員のうち65歳以上） （％） 8.0％ 8.5％ 13.6％ 15.8％
中低所得世帯数 （千世帯） 35 118 115 108

（対世帯数比） （％） 0.4％ 1.4％ 1.3％ 1.2％
中低所得世帯人員 （千人） 120 356 326 297

（同人員対人口比） （％） 0.5％ 1.5％ 1.4％ 1.3％

給付額
（主なもの）

生活扶助 （億台湾元） 25.8 29.8 44.3 46.0 60.5 56.1 56.1

就学生活補助 （億台湾元） 5.7 10.4 20.7 25.1 38.1 30.5 29.0

医療扶助 （億台湾元） 1.0 2.0 1.9 2.3 2.8 4.4 4.4

救難・災害扶助 （億台湾元） 8.7 7.7 10.8 3.2 3.1 2.6 2.4

その他 （億台湾元） 2.0 4.0 5.5 5.6 9.1 9.5 10.4

注：2011年から低所得世帯の定義が変更になったため，2010年と2011年のデータを掲載。医療扶助，その他
には中低所得世帯への給付を含む。

出所：衛生福利部統計より作成。
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いる。医療扶助は2000年から2022年まで変動を持
ちつつ増加する傾向にある。
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